
 

 

平成２７年第７回由布市農業委員会総会議事録 

１.日 時：平成２７年７月２８日（火）１５時５０分 

２.場 所：庄内庁舎 ３階 大会議室 

 

３.出席委員 ２７名 

会   長 １７番 縣  次男 

副 会 長 ２３番 小野 七郎 

      ２５番 栗林 睦和 

  委 員 

１番大澤 英之 １１番廣瀨 啓治 ２１番衛藤 由澄 ３１番大塚 弘士 

２番加藤 正信 １２番田中真理子 ２２番佐藤 髙信 ３２番山月 憲昭 

３番佐藤有太郎 １３番佐藤 幸市 ２３番小野 七郎 ３３番甲斐 善馬 

   ４番利光 末子 １４番田中 俊行 ２４番佐藤 靖司 ３４番小山 豊康 

５番坂本 成一 １５番首藤 勝磨 ２５番栗林 睦和 ３５番後藤 義昭 

   ６番安部 義浩 １６番梅木 敏弘 ２６番二宮 正男 ３６番穴井 幸男 

７番佐藤 義男 １７番縣  次男 ２７番溝口 正剛 

   ８番吉廣 順一 １８番加藤 康男 ２８番庄野  誉 

９番後藤 慶子 １９番佐藤 邦政 ２９番佐藤 圭介 

１０番佐藤 勝規 ２０番那須 紀子 ３０番佐藤千代信 

 

４.欠席委員     

  ６番安部 義浩 １０番佐藤 勝規 １２番田中真理子 １３番佐藤 幸市 

 １９番佐藤 邦政 ２２番佐藤 髙信 ２４番佐藤 靖司 ２７番溝口 正剛 

 ３５番後藤 義昭 

 

５.議事日程 

(1)出席確認及び行事報告（事務局長） 

(2)会長挨拶 

(3)議  事 

①農用地利用集積計画（貸借権設定）の審議 

②農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請の審議 

③農地法第４条の規定による許可申請の審議 

④農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請の審議 

⑤農地法第５条の規定による貸借権設定の許可申請の審議 

⑥非農地証明の発行の審議 

 

６.農業委員会事務局職員 

  事務局長 須藤啓司、次長 後藤義一、次長 日野正美、主幹 大嶋陽一 

 

７.会議の概要 

事務局次長 配布資料の確認について 

事務局長  行事報告 連絡事項 



 

 

出席者報告 出席委員３６名中、２７名の出席となります。会議規則第８条により総会

が成立していることを報告します。 

 

会長挨拶 

  

議  長 

  それでは本日の会議を開きます。お諮りします。会議は本日一日間といたしたいと思い

ますが、これに異議はございませんか。 

（異議なし） 

異議なしと認めます。したがって会議は本日１日間と決定しました。 

次に会議録署名人の２名を指名します。本日の会議録署名委員は、議席番号「３番佐藤

有太郎」委員さんと「４番利光末子」委員さんの２名にお願いします。よろしくお願いし

ます。 

 次に採決についてお諮りします。これから採決します日程第１から第９までのすべての

件は、会議規則第１４条により挙手をもって採決したいと思いますが、ご異議はありま

せんか。 

（異議なし） 

 異議なしと認めます。それでは、只今より会議規則第７条による議案審議を行います。 

 それから、農業委員会会議規則第１２条により議事参与制限を受ける委員さんは、退席

をすることとなっていますのでよろしくお願いします。 

 

〇日程１「農用地利用集積計画の決定について」         (議案１号 １件) 

議   長 

 日程１、農地利用集積計画の決定について事務局説明お願いします。 

 

事 務 局 

 日程１、農地利用集積計画の決定について議案朗読説明。 

 議案１号は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えま

す。 

 

議   長 

 議案１号について、議席番号１４番田中 俊行委員より説明をお願いします。 

 

１４番田中 俊行委員 

 栃木さんは農業をやってなくて、これまでつくっていた人がいたんですけど、都合によ

り返還すると言うことで、さざんか農事組合法人にお願いをし、作ってもらうことになり

ました。組合がしっかり管理をしていくと思います。 

 

議   長 

 質疑を受けます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 承認される委員の挙手を求めます。 



 

 

 挙手多数により承認します。 

 

〇日程２「農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について」 

(議案２号～３号 ２件) 

議   長 

 日程２、農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について、２件あります。事

務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程２、農地法第３条の規定による所有権移転の許可申請について議案朗読説明。 

 議案２号から３号は、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許可要件をすべ

て満たしていると考えます。 

 

議   長 

 議案２号について、議席番号１番大澤 英之委員より説明をお願いします。 

 

１番大澤 英之委員 

 受人の名切さんは１０年ほど前にこちらに来ましたが、家の近くに畑がないので、家の

近くに畑を確保するために今回申請をしました。 

 

議   長 

 質疑を受けます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

  （ありません。） 

 承認される委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により承認します。 

 

 議案３号について、議席番号２番加藤 正信委員より説明をお願いします。 

 

２番加藤 正信委員 

 渡人の吉瀬さんは商業を営んでおり、農業はできないと言うことで数年前から福嶋さ

んに耕作をお願いしておりました。申請の土地は福嶋さんの田んぼと隣接しているとい

うことから、今回の申請に至っております。福嶋さんは専業農家で、水稲、花きの栽培

をしております。機械等もそろっておりますので問題はないと思います。 

 

〇日程３「農地法第４条の規定による許可申請について」 

                  （議案４号～６号 ３件） 

 

議   長 

 日程３、農地法第４条の規定による許可申請について、３件あります。事務局より説

明をお願いします。 

 

事 務 局 



 

 

 日程３，農地法第４条の規定による許可申請の審議について議案朗読説明 

 議案４号、５号の農地区分は、都市計画区域内の用途区域内であり、第３種農地と判断

され、問題はないと考えます。 

 議案６号の農地区分は、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象になっていない小

集団の生産性の低い農地であり、第２種農地と判断され、問題ないと考えます。 

  

議   長 

 議案４号について、議席番号３２番山月 憲昭委員より説明をお願いします。 

 

３２番山月 憲昭委員 

 図面については２ページ、長屋住宅を２棟建設するということであります。５条で関連

議案がありますが、隣接している農地や排水等の問題はないと考えられます。転用につい

てはやむを得ないと考えます。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

議   長 

 議案５号について、議席番号２９番佐藤 圭介委員より説明をお願いします。 

 

２９番佐藤 圭介委員 

 図面は６ページからです。住宅地の中に溝のように細長い土地が畑として残っていたも

のです。３種農地であり、既成事実を追認する形ですが、どうしようもありませんのでよ

ろしくお願いします。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

議   長 

 議案６号について、議席番号２番加藤 正信委員より説明をお願いします。 

 

２番加藤 正信委員 

 位置図は８ページを参照して下さい。申請地の下が国道２１０号線になりますが、こち

らから行きますと、檪木トンネルを過ぎてすぐ左側になります。この土地は国道２１０号

をつくったときに分筆されたもので、水の便もわるいということから、耕作されておりま



 

 

せんでした。申請人も農地法を知らずに進入路として使わせていたということで、周辺の

状況からして農地としては使えないようで、仕方が無いと思います。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

〇日程４「農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について」 

                    （議案７号～１１号 ５件） 

 

議   長 

 日程４、農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請について、５件あります。

事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程４、農地法第５条の規定による所有権移転の許可申請の審議について議案朗読説明 

 議案７号、１１号の農地区分は、都市計画区域内の用途区域内であり、第３種農地と判

断され、問題はないと考えます。 

 議案８号から１０号の農地区分は、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象になっ

ていない小集団の生産性の低い農地であり、第２種農地と判断され、問題ないと考えます。 

 

議   長 

 議案７号について、議席番号３２番山月 憲昭委員より説明をお願いします。 

 

３２番山月 憲昭委員 

 先ほどの４条の申請と関連があります。図面は１０ページをご覧下さい。２１６番地の

長田ヒサ子さんが住宅を建設しますが、それに伴う進入路用地でございます。隣接する農

地や排水については了解がとれております。問題はないと思います。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

 議案８号について、議席番号２番加藤 正信委員より説明をお願いします。 

 

２番加藤 正信委員 

 位置図の１４ページをご覧下さい。先ほど６号議案で説明しました檪木トンネルをで



 

 

たところの反対側です。国道２１０号とJRに挟まれたわずかな土地ですが、以前から農

地としては使っておらず荒地となっていたところです。この場所を整理して植林をした

いということですが、現場の状況からは農地として利用はできないところでありますの

で、仕方ないと思います。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

 議案９号について、議席番号１３番佐藤 幸市委員が欠席ですので、事務局より説明

をお願いします。 

 

事 務 局 

 地目は畑となっておりますが採草地です。畜産用の草を採っていたところです。持ち

主の佐藤 吉一さんが高齢のため畜産をやめ、土地の管理に苦慮しておりました。そこ

へ兵庫県の田中さんという方が、この土地を譲り受けて太陽光発電施設を建設するとい

うことになりました。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

 議案１０号について、議席番号９番後藤 慶子委員より説明をお願いします。 

 

９番後藤 慶子委員 

 図面は１８から２０になります。渡人の阿南さんは一人暮らしで、農業はしておりま

せん。この土地は昨年も荒れていました。それで隣接するデイサービスセンター桜の庵

理事長の野中さんがここを買い取って駐車場にしたいということで話をしたそうです。

その方がご近所にも迷惑をかけないので良いのではないかと思います。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 



 

 

 議案１１号について、議席番号２１番衞藤 由澄委員より説明をお願いします。 

 

２１番衞藤 由澄委員 

 位置図は２０ページからです。位置としては湯布院中学校から西に３００ｍほどいっ

たところで、山つきの土地になります。渡人の加藤さんは糖尿病を患っておりまして、

入退院を繰り返しております。後継者もおりません。受人の西日本ハウスは不動産業や

アパート経営をしており、資材等を安く買ってここにストックしておくと言うことのよ

うです。土地については都市計画区域内の第三種地域でありますので、問題はないと思

います。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 

〇日程５「農地法第５条の規定による賃借権設定の許可申請について」 

                    （議案１２号 １件） 

 

議   長 

 日程５、農地法第５条の規定による賃借権設定の許可申請について、１件あります。

事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程５、農地法第５条の規定による賃借権設定の許可申請の審議について議案朗読説明 

 議案１２号の農地区分は、都市計画区域内の用途区域内であり、第３種農地と判断され、

問題はないと考えます。 

 

議   長 

 議案１２号について、議席番号２９番佐藤 圭介委員より説明をお願いします。 

 

２９番佐藤 圭介委員 

 図面は２６ページからです。借人は後藤五男さんのお孫さんにあたります。お孫さんが

三種農地に自分の家を建てるということであり、問題ないと思います。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 意見を付して進達いたしますので、許可相当と認める委員の挙手を求めます。 

 挙手多数により許可相当と認めます。 

 



 

 

〇日程６「非農地証明の発行について」 

                    （議案１３号～１４号 ２件） 

 

議   長 

 日程６、非農地証明の発行について、２件あります。事務局より説明をお願いします。 

 

事 務 局 

 日程６、非農地証明の発行について議案朗読説明 

 議案１３号、１４号は、農地法第２条第１項の対象とならない土地と判断され、問題は

ないと考えます。 

 

議   長 

 議案１３号について、議席番号３０番佐藤 千代信委員より説明をお願いします。 

 

３０番佐藤 千代信委員 

 図面は２６から２８ページです。爺さんの時代には色々と植えていたようですが、憲利

さんのお父さんの時代からは何も植えておらず、非農地としたいという申出がありました。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 採決をいたします。現地の状況から判断して、申請地は農地に該当しないということで、

非農地証明を発行してよいと思われる方は挙手をお願いします。 

 結果、挙手多数により非農地証明発行を決定いたします。 

 

 議案１４号について、議席番号３番佐藤 有太郎委員より説明をお願いします。 

 

３番佐藤 有太郎委員 

 ３１ページを見て下さい。過去に転用済みの農地であるということで、農地としては使

いようのない状況になっております。 

 

議   長 

 質疑を求めます。 

 どなたかご質問はありませんか。 

 （ありません。） 

 採決をいたします。現地の状況から判断して、申請地は農地に該当しないということで、

非農地証明を発行してよいと思われる方は挙手をお願いします。 

 結果、挙手多数により非農地証明発行を決定いたします。 

 

 

 

 以上で会議規則第７条による議案審議は終了しました。ご協力ありがとうございました。 


